
～２９年４月から新たに始まる 

まちを変える介護予防・
日常生活支援総合事業 

 平成30年1月21日 

東体育館中会議室 

 

中西のぶひろと市政を語る
会 

本日はお集まりいただきありがとうございます 



■高齢者がどんどん増えている！ 

高齢化率（65才以上の人が人口の中に占める割合）が 

27％を超えました 

●4人に１人は高齢者 

 そのうちの半分は、75才以上（後期高齢者） 

   平均寿命 男：８１才  女：８７才 

   健康寿命 男：７１才  女：７６才 

 男は約１０年、女は約１１年は、介護などの支援が必要になる 

 

高齢化が進むほど、社会全体で介護の必要性が高くなる 

40年後には、40％を超える予測がされている 

 「右を向いても左を見ても、高齢の人ばかり」の時代がやってくる 

 

 



■介護保険制度はありがたい 

2000年（平成12年）4月施行 

 家族の介護負担と介護費用負担から解放 

    社会全体で支える仕組み 

 

 

介護保険が始まったときから 

  要介護・要支援の認定者 

  介護保険サービス利用者 

  介護にかかる行政の費用 
 

 

約３倍になりました 
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【団塊の世代の方が後期高齢者になる
2025年（平成３７年）に向け、日本全体
で今後一層高齢化が進みます】 

2025年問題 

７５才以上になると、要介護率が高くなる 

団塊の世代の人が、２０２５年に後期高齢者になる 
 

介護保険財政のピンチ 
 



 ２０２５年を目途にして 

   地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で、自分の家で暮らすことを
基本にして人生の最後まで自分らしい暮らしができる
ように、地域で支え合うしくみをつくる 



    

 

 

 

 

 

 

  介護保険法の改正（平成２７年） 
    介護保険制度を持続可能なものにしていくための制度づくりが必要 

    安定財源の確保 

介護は在宅を基本とする 
 
特別養護老人ホームへの新規入所者を要介護３
以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な
中重度の要介護者を支える施設に重点化 
 





■生活支援・介護予防の充実 （介護予防事業が大事）   
   （1）市町村が地域の実情に応じて、きめ細かに実施 

    要支援の人へのサービスを、国から市町村へ移す 

（2）要支援の人のほか、サービスの対象者を広げる 

 

（3）サービスの幅を広げる 

 

（4）事業者だけでなく、住民主体の取組みを含めた多様な主体に担ってもらう 

    自治会・老人会・ＮＰＯ法人など                             
    地域の支えあいが大事 

 

（5）これまで高齢者は支えられる側と考えられていたが、元気な高齢者には支え
る側にも回ってもらう 

 



 地域包括ケアシステムの一番大事な事業として 

   介護予防・日常生活支援総合事業 
      （全国の自治体で平成27～29年までに義務付け） 

東大阪でも 

（1）要支援の人へのサービスを、国から市町村へ移す 



■介護予防・生活支援サービス事業 

（2）要支援の人のほか、サービスの対象者を広げる 





■基本チェックリスト実施状況（平成29年9月末現在） 

実施人数 該当者 非該当者 

27 25 2 

32 30 2 

10 9 1 

2 2 0 

0 0 0 

0 0 0 

6 6 0 

3 3 0 

3 3 0 

1 0 1 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

5 5 0 

26 25 1 

7 5 2 

3 3 0 

0 0 0 

1 1 0 

3 3 0 

1 1 0 

3 3 0 

133 124 9 

東大阪市の人口：493,185人 
65才以上の人口：135,949人 
   （高齢化率：27.57%） 
 

国とほぼ同じで、4人に1人が高齢者 
 

要支援・要介護認定率：20.71％ 
 

8割の人は、元気な高齢者 

基本チェックリストを受けた人は、
該当者の約1000人に一人だけ 



（3）サービスの幅を広げる 
介護の認定区分 これまで 平成２９年４月

１日から 

要介護 全国一律基準 これまでと同じ 

要支援 
（約１万人） 

訪問介護・通所介護 全国一律基準 
 

東大阪市の事業
（基準）へ移行 

上記以外の要支援の
方へのサービス 

全国一律基準 
 

これまでと同じ 

●これまで国から全国一律基準で、要支援の人が受けていた訪問介護・通所介護のサービスは、
東大阪市の基準で東大阪市から受けることができる 
●訪問看護・福祉用具の貸し付けなどは、これまで通り国から全国一律のサービスを受ける 
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新しいサービス【担い手】 
  

これまでの 
国基準と同じ 

訪問型 

通所型 

介護予防サービス 
ホームヘルパーがご自
宅を訪問し、食事や入
浴など日常生活上の支
援を行います。 

 

介護予防サービス 
デイサービスセン
ターで、食事や入浴
などの支援や、運動
器や口腔の機能向上
の支援を行います。 

 

短時間サービス 
デイサービスセン
ターなどで、生活機
能の向上のための運
動を行います。 

 

つどいサービス 
地域の通いの場など
で、簡単な運動やレ
クリエーションなど
を行います。 

 

助け合いサービス 
定期的な声かけや見
守り、玄関先での
ちょっとした生活支
援を行います。 

 

生活援助サービス 
自立した生活を支援
するために、市の研
修受講者などがご自
宅を訪問し、掃除や
洗濯等の援助 
を行います。 

 

【主に介護事業所】 【主にボランティアの方】 

http://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_470.html
http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_6845.html
http://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_7542.html
http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_79.html
http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_592.html
http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_6037.html
http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_415.html


【サービスの担い手】 
  現行相当サービス事業者 
 ＜３２８カ所（10月1日現在）＞ 

【サービスの担い手】 
  事業者 
 ＜８６カ所（10月1日現在）＞ 

【サービスの担い手】 
  ボランティア／ＮＰＯ法人 
 ＜６グループ（10月1日現在）＞ 

（4）住民主体の取組みを含めた多様な主体 
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グループ数 

６グループ 

グループ名 活動対象地域 

めざめ訪問型お助け隊 
石切・枚岡・孔舎衙・縄手北・ 
池島・英田・新喜多・意岐部・ 
楠根・盾津・小阪・若江中学校区 

フォーリーフ 
意岐部・小阪・新喜多中学校区・ 
英田北小学校区 

ふれあいサロンたんぽぽ 
小阪中学校区 
意岐部小学校区 

LCキーパーズ ひねいち 孔舎衙中学校区 

幸齢支えあいの会 いしきり 石切中学校区 

加納すこやか生活応援隊 加納小学校区 

助け合いサービスの担い手 

両サービスが市全域で担い手の活動が広がる
ように、制度や事業の周知を一層推進 



【サービスの担い手】 
 現行相当サービス事業者 
 ＜２０１カ所（10月1日現在）＞ 

【サービスの担い手】 
 事業者 
 ＜１６カ所（10月1日現在）
＞ 

【サービスの担い手】 
 ボランティア／ＮＰＯ法人/ 
 ＜４８グループ（10月1日現在）＞ 

（4）住民主体の取組みを含めた多様な主体 
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つどいサービスの担い手 グループ数 

４８グループ 

中学校区 活動数 

孔舎衙 9 

石切 8 

枚岡 2 

縄手北 1 

縄手 0 

縄手南 1 

池島 0 

盾津東 1 

盾津 3 

英田 1 

玉川 0 

花園 1 

若江 1 

意岐部 0 

楠根 3 

新喜多 2 

高井田 0 

長栄 2 

小阪 1 

布施 5 

柏田 0 

長瀬 2 

上小阪 3 

金岡 2 

弥刀 0 

合計 48 
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地域別事業所数 
（29年10月１日現在） 

訪問型 
生活援助サービス 

通所型 
短時間サービス 

東 １６ ３ 

中 １５ ５ 

西 ４４ ８ 

市外 １１ ０ 

合計 ８６ １６ 

新たなサービス（緩和型サービス事業所の状況） 

 （訪問型） 

市の研修受講者も 
家事援助を実施 

食事・入浴サービス
が不要な方の 

生活機能向上に特化 

 （通所型） 



②住民主体型サービスへの
参画手続きについて 

２人以上の自立
したグループ
（担い手）を 

会則などにより
構成します。 

活動の内容を検討します。 
○毎月の開催日や活動日 
○活動拠点 
○プログラムや支援内容 
○受け入れできる対象者の人数 
○緊急時の対応方法 など 
 
研修受講や保険の加入手続をします。 
○サービス従事者養成研修 
○ボランティア保険 

収入（利用料や補助金額など）と支出（必要経費・対象経費
など）を見込んで、申請書類を作成します。 

受付・研修実
施期間を、 

市または地域
包括支援セン
ターに確認し
ます。 

サービス種類 補助金額 

助け合いサービス 対象者１人あたり１回につき２２５円 
（対象者１人につき月４回を上限） 

つどいサービス 基本補助として、開催ごとに２，５００円
（月１０，０００円を上限） 

対象者１人あたり１回につき９００円 
（対象者１人につき月８回を上限） 

サービス種類 対象者からの利用料 

助け合いサービス 対象者１人あたり１回につき２５円 
（月４回まで） 

つどいサービス 対象者１人あたり１回につき１００円 
（月８回まで） 

※上記以外の利用料金等は、グループ（担い手）が設定します。 

主な対象経費 内容 

会場費 開催場所の費用（つどいサービスのみ） 

消耗品費 事務用品など 

通信費 電話・ＦＡＸの通信費 

人件費 連絡調整や書類作成に係る人件費のみ対象 

収
入
（
利
用

料
） 

収
入
（
補
助
金

額
） 

支
出 

申請書類を受付期間中
に市へ提出し、市は審
査の上受理します。 

※対象経費の認定には基準があります。 

※補助金額は上記単価を用いますが、対象経費の範囲内が上限となります。 

http://2.bp.blogspot.com/-dQG2nQurI1o/UgsxfwGZAbI/AAAAAAAAXYk/J4_SzlGVH5A/s800/orangeband_people.png
http://4.bp.blogspot.com/-HJswnQNpI2A/UZmB9YzilXI/AAAAAAAATYY/DPn1NBHu7pA/s800/house_1f.png
http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_79.html


③サービス実施・運営について 

【通所型】 
つどいサービス 

（１回２時間程度） 

【訪問型】 
助け合いサービス 
（１回１５分程度） 要支援者にサー

ビスのプランを
作成することで、
「対象者」とな
ります。 

担い手は、対象者の
自宅を訪問して、場
所を把握しておきま
す。 

地域包括支援センター 

対象者の自宅 

業務日誌や
引継ぎ書類
を作成しま
す。 

サービス活動終了後 サービス活動実施 事前準備 
（対象者ごとに初回のみ） 

受付 

健康チェッ
ク 

介護予防や 

レクリエー
ションなどを

実施 

声かけ見守り、
玄関先での 

生活支援を実
施 

※いずれのサービスも、毎回、担い手と対象者が計画表に確認のサインをします。 

また、初回サービスまでに、 
○対象者の情報カードの作成 
○サービスの説明書の交付 
をします。 

参画手続きが完了してから、次の手順で活動を実施します 

http://3.bp.blogspot.com/-Z1D08mXkWKQ/U-8Gji9S3NI/AAAAAAAAk60/j0OiN2wWJrk/s800/soudan_setsumei_business.png
http://2.bp.blogspot.com/-AFAYZeFK_34/U2srnY8ldjI/AAAAAAAAf00/kPIWxt8NCC0/s800/osyaberi_obaasan.png
http://4.bp.blogspot.com/-HJswnQNpI2A/UZmB9YzilXI/AAAAAAAATYY/DPn1NBHu7pA/s800/house_1f.png
http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_79.html


■ 

 １コース全５回の口腔介護予防教室です。 

 ５回参加する中で参加者同士が顔見知りになり、一緒に体操を続けています。 

 今年度７コース実施します。 

 

各地域包括支援センターでも、介護予防教室や健康講話などの
取組みを進めています。 



これからは、この一般介護予防事業が大事になる 

  地域間格差が出てくる 

健康寿命を伸ばす 





 地域ですすめる介護予防 
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６５歳以上のすべての方が 
介護予防サービスを受けることができます 

６５歳以上 
すべての方 

要支援１・２ 
（または、基本チェックリスト
で相当すると判定を受けた方） 

一般介護予防事業 
 ・運動器の機能向上 
 ・口腔介護予防 
 ・認知症予防  など 

総合事業 
（介護予防・日常生活支援総合事業） 

における 
介護予防・生活支援サービス 

 平成２９年４月～ 



【暮らしやすい地域づくりを
推進】 

地域のさまざまな活動との連
携も深めながら、総合事業や
高齢者支援活動の推進にも取
り組んでいます。 
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 地域包括支援センター ○高齢者の総合相談 

○介護予防 

○権利擁護(高齢者虐待
防止・成年後見制度) 

       など 
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概ね中学校区ごと 
に設置 

２２ヵ所の地域包括支援センター 





■社会福祉協議会を知っておいてほしい 

校区福祉委員会 

   小地域ネットワーク事業 

   ふれあいサロン・ひとり住まい高齢者の食事会・子育てサロン 

   地域の敬老会 

   ワンコインサービス事業 など 
 

 各種の相談 

高齢者の問題・家族間の問題・子育ての悩み・相続のこと など 

    



■日常生活の中で、困りごとができたら・・・ 

地域包括支援センター 

社会福祉協議会 

福祉事務所や保健センター 

自治会・校区福祉委員会 

民生委員         

議員も忘れないでネ！    など                                 

       



地域は、網の目のようにネットワーク化している 

お互いの顔が見えるようにして、支えあう仕組みづくりを
しよう 

  （一人住まいでも）ひとりじゃないよ！ 

 

地域の関係が濃密なほど、住みやすい地域といえる 

 

みんなで支えあう、いいまち つくりましょ！ 



みなさん 
  ありがとうございました 

中西のぶひろ 

東大阪市議会議員 


